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水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わります

■問い合わせ／危機管理課　☎８８０－６５７５

　今年の出水期（６月頃）より、【警戒レベル】を用いた避難情報が発令されます。防災情報を５段階の警
戒レベルに分け、避難勧告等と併せて発表します。【警戒レベル３・４】が発令された地域にお住まいの方
は、速やかに避難してください。

シリーズ国営ほ場整備

な ぜ 今 ほ 場 整 備 な の か ？
　高齢化や後継者不足により南国市でも農業者の人数が減少しており、このままでは１０年後、
２０年後に耕作できない農地が増え、地域の農業が守れなくなってしまう恐れがあります。ほ場
整備によって農道や水路を整備し、農地を大区画化することで、将来も耕作を続けやすく、また
耕作できなくなっても担い手の方などに借りてもらいやすくして、耕作放棄地の発生を防ぎたいと
考えています。あわせて、収益性の高い農作物への転換や農業法人の参入など、営農計画も検
討し、地域の農業所得を向上させようと計画しています。
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ほ場整備実施前

耕作放棄地
集落営農の組織化

6次産業化の推進
排水路の整備

高収益作物の拡大
水田の凡用化

農道の整備 暗渠により排水不良を改善

大型機械の導入

整形された大区画ほ場

施設園芸団地
小区画のほ場

狭い道路 排水不良

後継者がいないので
誰かに農地を貸したい

農地の借り手が
見つかったよ

農作業しやすくなったので
経営規模を拡大しよう規模を拡大したいが

農地条件が悪いな

ほ場整備実施後

■問い合わせ　　農地整備課　☎８８０－６５８６

防災行政無線の放送内容が
フリーダイヤル（無料）でも

確認できるようになりました。 ０１２０－７ ５ ９ １ ３ １
ナン　  コ    　ク ボウ  　サ   　イ

（携帯・ＰＨＳからもご利用になれます）

※1　各種の情報は、警戒レベル1～5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
※2　災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令
※3　地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われる
場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全
な場所に避難しましょう。

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のあ
る方、乳幼児等）とその支援者は避難をしましょ
う。その他の人は、避難の準備を整えましょう。

避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避
難行動を確認しましょう。

災害への心構えを高めましょう。

既に災害は発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。 災害発生情報警戒レベル5

警戒レベル4

警戒レベル3

警戒レベル2

避難勧告
避難指示（緊急）

避難準備・
高齢者等避難開始

洪水注意報
大雨注意報等

早期注意情報

（市町村が発令）
氾濫発生情報
大雨特別警報　　等

氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　　等

氾濫警戒情報
洪水警報　　　　等

これらは、住民が自主的に
避難行動をとるために
参考とする情報です。
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（市町村が発令）

（市町村が発令）

（気象庁が発表）

（気象庁が発表）

※2

※3

警戒レベル1

警戒レベル
〈避難情報等〉 〈防災気象情報〉

避難行動等 避難情報等
警戒レベル5相当情報

警戒レベル4相当情報

警戒レベル3相当情報

【警戒レベル相当情報（例）】

全員避難

高齢者等は避難

試験区分 受　験　資　格 採用予定
人　　数

行　　政

１名程度

２名程度平成元年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた方

土木技師

南国市職員募集南国市職員募集

昭和54年4月2日以降に生まれた方で、民間企業などで土木工事の設計、施工管理
などに携わった職務経験年数が、令和元年6月30日時点において5年以上ある方

■採用試験日／7月27日㈯
■申込期間／　6月24日㈪～7月12日㈮ 8：30～17：15
＊土・日曜日、祝日は除く
＊郵送の場合は、7月12日㈮までの消印有効

■申込書配布場所／市役所総合案内・総務課職員係で
　配布しています。また、南国市のホームページからも
　ダウンロードできます。
＊郵送での請求は、住所・氏名を記入し、140 円切手
　を貼った返信用封筒（角２）を同封してください。■採用予定日／令和元年10月1日

■申込書の請求・問い合わせ
　総務課職員係　（〒783－8501　南国市大埇甲２３０１　☎８８０－６５５１ http://www.city.nankoku.lg.jp）

10月1日採用予定

　管内にお住いの外国人の方や外国人観光客など、日本語を介してのコミュニケーションが困難な方からの 119
番通報や災害現場での対応を円滑に行うために、民間の電話通訳センターを介した多言語通訳サービスが令和
元年 6月1日より高知県下一斉に導入されました。
〇119番通報時の対応　通報者、消防（通信員）、電話通訳センターの三者間通話での相互通訳となります。
〇現場対応時　消防隊員、救急隊員と外国人が、交互に携帯電話を持ち替えて電話通訳センターと対話する
　　　　　　　二者間通話での相互通訳となります。
〇対応時間　24時間　365日　体制
〇対応言語　英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語の５言語

119 番通報の多言語対応通訳サービス
開始のお知らせ

119 番通報の多言語対応通訳サービス
開始のお知らせ
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